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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラー内視鏡画像データを取得する画像データ取得手段と、
　前記カラー内視鏡画像データによる内視鏡画像を構成する各画素の色相値及び彩度値を
算出する色彩算出手段と、
　前記各画素の色相値及び彩度値について、該画素と、評価対象の病変に対応する所定の
基準値との相関値を算出する相関値算出手段と、
　算出された各画素における相関値を積算し、積算することによって得た総和を病変部の
重症度を評価する評価値とする評価値算出手段と、
を備える、
病変評価情報生成装置。
【請求項２】
　前記相関値算出手段は、
　　色相値と彩度値を座標軸とする所定の二次元座標系内における前記画素と前記基準値
との距離に基づいて前記相関値を算出する、
請求項１に記載の病変評価情報生成装置。
【請求項３】
　前記相関値算出手段は、
　　前記二次元座標系内における前記画素と前記基準値との距離のうち、互いの色相値の
距離を色相距離と定義し、互いの彩度値の距離を彩度距離と定義した場合、
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　　前記色相距離に基づいて色相に関する色相相関値を算出し、
　　前記彩度距離に基づいて彩度に関する彩度相関値を算出し、
　　算出された色相相関値と彩度相関値とを乗算することにより前記相関値を算出する、
請求項２に記載の病変評価情報生成装置。
【請求項４】
　前記色相相関値は、
　　正規化された値であり、
　　前記色相距離が所定距離より長いとき、値が０であり、
　　前記色相距離が前記所定距離以内のとき、該色相距離が短いほど１に近い、
請求項３に記載の病変評価情報生成装置。
【請求項５】
　前記彩度相関値は、
　　正規化された値であり、
　　前記画素の彩度値が前記基準値の彩度値よりも低くかつ前記彩度距離が所定距離より
長いとき、値が０であり、
　　前記画素の彩度値が前記基準値の彩度値よりも低くかつ前記彩度距離が所定距離以内
のとき、該彩度距離が短いほど１に近く、
　　前記画素の彩度値が前記基準値の彩度値以上のとき、前記彩度距離に拘わらず１であ
る、
請求項３又は請求項４に記載の病変評価情報生成装置。
【請求項６】
　前記色彩算出手段は、
　　前記カラー内視鏡画像データの色空間をＨＳＩ色空間又はＨＳＶ色空間に変換するこ
とにより、色相値、彩度値及び輝度値を算出する、
請求項１から請求項５の何れか一項に記載の病変評価情報生成装置。
【請求項７】
　前記彩度値を前記輝度値に基づいて補正する彩度値補正手段
を備え、
　前記相関値算出手段は、
　　補正後の彩度値を用いて前記相関値の算出を行う、
請求項６に記載の病変評価情報生成装置。
【請求項８】
　前記彩度値補正手段は、
　　前記画素の輝度値、彩度値を夫々、INT、SATと定義し、前記基準値として規定される
組織の輝度値、彩度値を夫々、REFER_INT、REFER_SATと定義し、該組織の輝度値と彩度値
との相関係数に対応する角度をθと定義し、補正後の画素の輝度値、彩度値を夫々、INT_
correction、SAT_correctionと定義した場合に、次式

により、前記画素の彩度値を補正する、
請求項７に記載の病変評価情報生成装置。
【請求項９】
　前記組織は、
　　血液である、
請求項８に記載の病変評価情報生成装置。
【請求項１０】
　前記各画素について前記色相値及び前記彩度値に基づいて病変部を写す画素か否かを判
定する病変画素判定手段
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を備え、
　前記相関値算出手段は、
　　病変部を写す画素と判定されたものについてだけ前記相関値を算出する、
請求項１から請求項９の何れか一項に記載の病変評価情報生成装置。
【請求項１１】
　前記評価値を所定の表示画面に表示させる表示手段
を備える、
請求項１から請求項１０の何れか一項に記載の病変評価情報生成装置。
【請求項１２】
　前記相関値が算出された各画素の色情報を該相関値に応じた色情報に置換する色情報置
換手段
を備え、
　前記表示手段は、
　　前記色情報が置換された画素により構成される内視鏡画像を前記表示画面に表示させ
る、
請求項１１に記載の病変評価情報生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の病変部の重症度を評価するための装置に関連し、詳しくは、カラー内
視鏡画像の色情報に基づいて病変部の重症度を評価する評価情報を生成する病変評価情報
生成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　病変部は、一般に正常な粘膜組織とは異なる色を呈する。カラー内視鏡装置の性能向上
により、正常組織に対して僅かに色の異なる病変部の識別も可能になってきている。しか
し、術者が内視鏡画像内に含まれる僅かな色の相違によって正常組織と病変部とを識別で
きるようになるためには、熟練者の指導下で長期間のトレーニングを受ける必要がある。
また、熟練した術者であっても僅かな色の違いから病変部を識別することは容易ではなく
、慎重な作業が要求される。そこで、例えば特許文献１に、病変部等の識別を容易にする
ため、白色光を使用して撮像した内視鏡画像データに対して色の違いを強調する色変換処
理を行う機能を備えた電子内視鏡装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１０６４２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の電子内視鏡装置によって生成される画像は、通常の内視鏡画像に比
べれば正常組織と病変部とを識別し易いものといえる。しかし、病変部の色は症状の程度
に応じて変化する。症状の程度に応じた変化は微妙であるため、経験の浅い術者では、特
許文献１に記載の技術をはじめとする公知の技術を用いて正常組織と病変部とを識別する
ことができたとしても、病変部の重症度を正確に評価することは難しい。更には、熟練し
た術者であっても、重症度の評価が術者個々人の経験や知識に依存する読像技能に委ねら
れるため、客観的かつ再現性のある（術者のスキルに依存しない）評価を行うことができ
なかった。
【０００５】
　本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、病変部の
重症度について客観性かつ再現性が担保された評価を行うことを可能とする病変評価情報
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生成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態の病変評価情報生成装置は、カラー内視鏡画像データを取得する画像
データ取得手段と、カラー内視鏡画像データによる内視鏡画像を構成する各画素の色相値
及び彩度値を算出する色彩算出手段と、各画素の色相値及び彩度値について画素と評価対
象の病変に対応する所定の基準値との相関値を算出する相関値算出手段と、算出された各
画素における相関値を積算し、積算することによって得た総和を病変部の重症度を評価す
る評価値とする評価値算出手段とを備える。
【０００７】
　本実施形態のように、評価対象の病変に対応する基準値との相関値を画素毎に算出し、
算出された相関値の総和を求めることにより、病変部の重症度について客観性かつ再現性
が担保された評価を行うのに好適な評価値が得られる。これにより、術者は、病変の症状
の程度を客観的に把握することができる。
【０００８】
　相関値算出手段は、色相値と彩度値を座標軸とする所定の二次元座標系内における画素
と基準値との距離に基づいて相関値を算出する構成としてもよい。
【０００９】
　相関値算出手段は、更に、二次元座標系内における画素と基準値との距離のうち、互い
の色相値の距離を色相距離と定義し、互いの彩度値の距離を彩度距離と定義した場合、色
相距離に基づいて色相に関する色相相関値を算出し、彩度距離に基づいて彩度に関する彩
度相関値を算出し、算出された色相相関値と彩度相関値とを乗算することにより相関値を
算出する構成としてもよい。
【００１０】
　色相相関値は、例えば正規化された値である。色相相関値は、例えば、色相距離が所定
距離より長いとき、値が０であり、色相距離が所定距離以内のとき、色相距離が短いほど
１に近い。
【００１１】
　彩度相関値は、例えば正規化された値である。彩度相関値は、例えば、画素の彩度値が
基準値の彩度値よりも低くかつ彩度距離が所定距離より長いとき、値が０であり、画素の
彩度値が基準値の彩度値よりも低くかつ彩度距離が所定距離以内のとき、彩度距離が短い
ほど１に近く、画素の彩度値が基準値の彩度値以上のとき、彩度距離に拘わらず１である
。
【００１２】
　色彩算出手段は、カラー内視鏡画像データの色空間をＨＳＩ色空間又はＨＳＶ色空間に
変換することにより、色相値、彩度値及び輝度値を算出する構成としてもよい。
【００１３】
　病変評価情報生成装置は、彩度値を輝度値に基づいて補正する彩度値補正手段を備えた
構成としてもよい。この場合、相関値算出手段は、補正後の彩度値を用いて相関値の算出
を行う。
【００１４】
　彩度値補正手段は、画素の輝度値、彩度値を夫々、INT、SATと定義し、基準値として規
定される組織の輝度値、彩度値を夫々、REFER_INT、REFER_SATと定義し、組織の輝度値と
彩度値との相関係数に対応する角度をθと定義し、補正後の画素の輝度値、彩度値を夫々
、INT_correction、SAT_correctionと定義した場合に、次式

により、画素の彩度値を補正する構成としてもよい。上記組織は、例えば血液である。
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【００１５】
　病変評価情報生成装置は、各画素について色相値及び彩度値に基づいて病変部を写す画
素か否かを判定する病変画素判定手段を備えた構成としてもよい。この場合、相関値算出
手段は、病変部を写す画素と判定されたものについてだけ相関値を算出する。
【００１６】
　病変評価情報生成装置は、評価値を所定の表示画面に表示させる表示手段を備えた構成
としてもよい。
【００１７】
　病変評価情報生成装置は、相関値が算出された各画素の色情報を相関値に応じた色情報
に置換する色情報置換手段を備えた構成としてもよい。この場合、表示手段は、色情報が
置換された画素により構成される内視鏡画像を表示画面に表示させる。
【発明の効果】
【００１８】
　本実施形態の病変評価情報生成装置によれば、病変部の重症度について客観性かつ再現
性が担保された評価を行うのに好適な評価情報が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態の電子内視鏡装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態の電子内視鏡装置に備えられる電子内視鏡用プロセッサにて実
行される病変評価情報生成処理のフローチャートを示す図である。
【図３】図２の処理ステップＳ１１（病変画素の判定）のサブルーチンを示す図である。
【図４】複数の炎症性腸疾患患者の内視鏡画像データから抽出した生体組織像の画素デー
タをプロットした散布図である。
【図５】図２の処理ステップＳ１３（炎症部の画素単位でのスコア算出）のサブルーチン
を示す図である。
【図６】血液サンプルデータの分布図である。
【図７】内視鏡画像内の病変領域や正常領域の画素データ及び血液サンプルデータの分布
図である。
【図８】色相・彩度距離と相関値との関係を示す図である。
【図９】表示色テーブルを概念的に示す図である。
【図１０】モニタの表示画面に表示される評価画像例である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００２１】
　図１は、本実施形態の電子内視鏡装置１の構成を示すブロック図である。図１に示され
るように、電子内視鏡装置１は、電子スコープ１００、電子内視鏡用プロセッサ２００、
モニタ３００及びプリンタ４００を備えている。
【００２２】
　電子内視鏡用プロセッサ２００は、システムコントローラ２０２やタイミングコントロ
ーラ２０６を備えている。システムコントローラ２０２は、メモリ２０４に記憶された各
種プログラムを実行し、電子内視鏡装置１の全体を統括的に制御する。また、システムコ
ントローラ２０２は、操作パネル２０８に入力されるユーザ（術者又は補助者）による指
示に応じて電子内視鏡装置１の各種設定を変更する。タイミングコントローラ２０６は、
各部の動作のタイミングを調整するクロックパルスを電子内視鏡装置１内の各回路に出力
する。
【００２３】
　電子内視鏡用プロセッサ２００は、電子スコープ１００に照明光を供給する光源装置２
３０を備えている。光源装置２３０は、ランプ２３２、ランプ電源２３４、集光レンズ２
３６及び調光装置２４０を備えている。ランプ２３２は、ランプ電源２３４から駆動電力
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の供給を受けることにより白色の照明光を放射する高輝度ランプであり、例えば、キセノ
ンランプ、メタルハライドランプ、水銀ランプ又はハロゲンランプが適用される。ランプ
２３２より放射された照明光は、集光レンズ２３６により集光された後、調光装置２４０
を介して電子スコープ１００のＬＣＢ（Light Carrying Bundle）１０２の入射端に入射
される。
【００２４】
　調光装置２４０は、システムコントローラ２０２の制御に基づいてＬＣＢ１０２の入射
端に入射される照明光の光量を調整する装置であり、絞り２４２、モータ２４３及びドラ
イバ２４４を備えている。ドライバ２４４は、モータ２４３を駆動するための駆動電流を
生成してモータ２４３に供給する。絞り２４２は、モータ２４３による駆動によって照明
光が通過する開口を変化させることにより、開口を通過する照明光の光量を調整する。
【００２５】
　入射端よりＬＣＢ１０２内に入射した照明光は、ＬＣＢ１０２内を伝播して電子スコー
プ１００の先端部内に配置されたＬＣＢ１０２の射出端より射出され、配光レンズ１０４
を介して被写体に照射される。被写体からの反射光は、対物レンズ１０６を介して固体撮
像素子１０８の受光面上で光学像を結ぶ。
【００２６】
　固体撮像素子１０８は、ＩＲ（Infra Red）カットフィルタ１０８ａ、ベイヤ配列カラ
ーフィルタ１０８ｂの各種フィルタが受光面に配置された単板式カラーＣＣＤ（Charge-C
oupled Device）イメージセンサであり、受光面上で結像した光学像に応じたＲ（Red）、
Ｇ（Green）、Ｂ（Blue）の各原色信号を生成する。
【００２７】
　電子スコープ１００の接続部内には、ドライバ信号処理回路１１２が備えられている。
ドライバ信号処理回路１１２は、固体撮像素子１０８より入力される原色信号に対して色
補間、マトリクス演算、Ｙ／Ｃ分離等の所定の信号処理を施して画像信号（輝度信号Ｙ、
色差信号Ｃｂ、Ｃｒ）を生成し、生成された画像信号を電子内視鏡用プロセッサ２００の
画像処理ユニット２２０に出力する。また、ドライバ信号処理回路１１２は、メモリ１１
４にアクセスして電子スコープ１００の固有情報を読み出す。メモリ１１４に記録される
電子スコープ１００の固有情報には、例えば固体撮像素子１０８の画素数や感度、動作可
能なフレームレート、型番等が含まれる。ドライバ信号処理回路１１２は、メモリ１１４
より読み出された固有情報をシステムコントローラ２０２に出力する。
【００２８】
　システムコントローラ２０２は、電子スコープ１００の固有情報に基づいて各種演算を
行い、制御信号を生成する。システムコントローラ２０２は、生成された制御信号を用い
て、電子内視鏡用プロセッサ２００に接続中の電子スコープ１００に適した処理がなされ
るように電子内視鏡用プロセッサ２００内の各回路の動作やタイミングを制御する。
【００２９】
　タイミングコントローラ２０６は、システムコントローラ２０２によるタイミング制御
に従って、ドライバ信号処理回路１１２及び画像処理ユニット２２０にクロックパルスを
供給する。ドライバ信号処理回路１１２は、タイミングコントローラ２０６から供給され
るクロックパルスに従って、固体撮像素子１０８を電子内視鏡用プロセッサ２００側で処
理される映像のフレームレートに同期したタイミングで駆動制御する。
【００３０】
　画像処理ユニット２２０は、システムコントローラ２０２による制御の下、ドライバ信
号処理回路１１２より入力した画像信号に基づいて内視鏡画像等をモニタ表示するための
ビデオ信号を生成し、モニタ３００に出力する。これにより、術者は、モニタ３００の表
示画面に表示された内視鏡画像を通じて例えば消化管内の診断等を行うことができる。
【００３１】
　電子内視鏡用プロセッサ２００は、ＮＩＣ（Network Interface Card）２１０及びネッ
トワーク５００を介してサーバ６００に接続されている。電子内視鏡用プロセッサ２００
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は、内視鏡検査に関する情報（例えば、患者の電子カルテ情報や術者の情報）をサーバ６
００からダウンロードすることができる。ダウンロードされた情報は、例えばモニタ３０
０の表示画面や操作パネル２０８に表示される。また、電子内視鏡用プロセッサ２００は
、内視鏡検査結果（内視鏡画像データ、検査条件、画像解析結果、術者所見等）をサーバ
６００にアップロードすることにより、サーバ６００に保存することができる。
【００３２】
［病変評価情報生成処理］
　図２は、電子内視鏡用プロセッサ２００にて実行される病変評価情報生成処理のフロー
チャートを示す。以下に説明する病変評価情報生成処理は、電子スコープ１００により撮
像された撮影画角内の病変部であって、炎症性腸疾患（IBD）の病変である炎症（浮腫や
易出血性を含む赤変病変）の重症度を客観的に評価するための処理である。病変評価情報
生成処理は、概略的には、カラー内視鏡画像データに含まれる各画素について、例えば受
光面の左上隅に位置する画素から所定の画素アドレス順に、病変部を写す画素（以下、「
病変画素」と記す。）であるか否かを判定し、病変画素と判定された画素に写る病変部の
重症度を示すスコアを算出する。全ての病変画素についてスコアが算出されると、算出さ
れた全てのスコアに基づいて病変部の重症度を評価するための評価値が算出される。評価
値は、所定のアルゴリズム（図２に示される病変評価情報生成処理）の実行により算出さ
れる再現性が担保された数値データである。そのため、術者は評価値を把握することによ
り、病変部の重症度を客観的に評価することができる。
【００３３】
［図２のＳ１１（病変画素の判定）］
　本処理ステップＳ１１（病変画素の判定）では、処理対象の画素（ｘ，ｙ）が病変画素
であるか否かが判定される。本処理ステップＳ１１（病変画素の判定）を実行して病変画
素を検出することにより、以降の処理ステップの処理実行対象を病変画素に限定すること
ができる。これにより、本フローチャート全体の処理量が削減される。図３に、本処理ス
テップＳ１１（病変画素の判定）のサブルーチンを示す。
【００３４】
（図３のＳ１１ａ）
　本処理ステップＳ１１ａでは、処理対象の画素（ｘ，ｙ）について、ドライバ信号処理
回路１１２より入力した画像信号（輝度信号Ｙ、色差信号Ｃｂ、Ｃｒ）が所定のマトリク
ス係数を用いて原色信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）に変換される。
【００３５】
（図３のＳ１１ｂ）
　本処理ステップＳ１１ｂでは、ＲＧＢ３原色で定義されるＲＧＢ空間の画素値（Ｒ（ｘ
，ｙ）、Ｇ（ｘ，ｙ）、Ｂ（ｘ，ｙ））が、色相（Hue）・彩度（Saturation）・輝度（I
ntensity）の３要素で定義されるＨＳＩ（Hue-Saturation-Intensity）色空間の画素値（
色相Ｈ（ｘ，ｙ）、彩度Ｓ（ｘ，ｙ）、輝度Ｉ（ｘ，ｙ））に変換される。変換処理後の
画素値（Ｈ（ｘ，ｙ）、Ｓ（ｘ，ｙ）、Ｉ（ｘ，ｙ））は、画像処理ユニット２２０内の
メモリ２２０ａに保存される。なお、本処理ステップＳ１１ｂでは、ＲＧＢ空間の画素値
（Ｒ（ｘ，ｙ）、Ｇ（ｘ，ｙ）、Ｂ（ｘ，ｙ））を、ＨＳＩ色空間の画素値（Ｈ（ｘ，ｙ
）、Ｓ（ｘ，ｙ）、Ｉ（ｘ，ｙ））に代えて、色相・彩度・明度（Value）の３要素で定
義されるＨＳＶ（Hue-Saturation-Value）色空間の画素値（色相Ｈ（ｘ，ｙ）、彩度Ｓ（
ｘ，ｙ）、明度Ｖ（ｘ，ｙ））に変換してもよい。
【００３６】
（図３のＳ１１ｃ）
　本処理ステップＳ１１ｃでは、処理対象の画素（ｘ，ｙ）が病変画素であるか否かが色
相値Ｈ（ｘ，ｙ）及び彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）に基づいて判定される。図４は、本判定処理に
おいて用いられる参照データを示す図である。図４は、複数の炎症性腸疾患患者の内視鏡
画像データより抽出した生体組織像の画素データ（色相値Ｈ（ｘ，ｙ）と彩度値Ｓ（ｘ，
ｙ）からなるデータ対）をプロットした散布図となっている。図４に示される散布図は、
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右側下方の一点鎖線で囲まれた領域Ａとそれ以外の領域Ｂに区分される。領域Ａは、炎症
性腸疾患の内視鏡診断に熟練した医師によって炎症と判断された部位の画素の大半がプロ
ットされた領域であり、領域Ｂは、正常と判断された部位の画素の大半がプロットされた
領域である。このように、領域Ａ及びＢは経験値に基づいて規定される領域であり、本発
明者の研究の成果物である。
【００３７】
　本処理ステップＳ１１ｃでは、処理対象の画素（ｘ，ｙ）について、色相値Ｈ（ｘ，ｙ
）と彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）とのデータ対が領域Ａにプロットされるか否かが判定される。具
体的には、画素値（Ｈ（ｘ，ｙ），Ｓ（ｘ，ｙ））は、次式（１）及び（２）を満たす場
合（図３のＳ１１ｃ：ＹＥＳ）、領域Ａにプロットされると判定される。画素値（Ｈ（ｘ
，ｙ），Ｓ（ｘ，ｙ））は、次式（１）と次式（２）の少なくとも一方を満たさない場合
には（図３のＳ１１ｃ：ＮＯ）、領域Ｂにプロットされると判定される。なお、δＨ１、
δＳ１及びδＳ２は、術者によって設定可能な補正値である。各補正値を適宜設定するこ
とにより、判定の厳しさ（感度）等を調整することができる。
【００３８】
式（１）

【００３９】
式（２）

【００４０】
（図３のＳ１１ｄ）
　領域Ａにプロットされる画素値（Ｈ（ｘ，ｙ），Ｓ（ｘ，ｙ））の画素は、炎症部を写
す画素（すなわち病変画素）と判定される。ここで、メモリ２２０ａには、フラグテーブ
ルが格納されている。フラグテーブルは、カラー内視鏡画像データに含まれる各画素（ｘ
，ｙ）に対応するフラグｆ（ｘ，ｙ）から構成されたテーブルである。画像処理ユニット
２２０は、病変画素と判定された画素（ｘ，ｙ）に対応するフラグｆ（ｘ，ｙ）の値を「
１」に書き換える。
【００４１】
（図３のＳ１１ｅ）
　領域Ｂにプロットされる画素値（Ｈ（ｘ，ｙ），Ｓ（ｘ，ｙ））の画素は、正常組織を
写す画素と判定される。画像処理ユニット２２０は、正常組織を写す画素と判定された画
素（ｘ，ｙ）に対応するフラグｆ（ｘ，ｙ）の値を「０」に書き換える。
【００４２】
［図２のＳ１２（フラグの判定）］
　本処理ステップＳ１２（フラグの判定）では、図３の処理ステップＳ１１ｄ又はＳ１１
ｅにて書き換えられたフラグｆ（ｘ，ｙ）の値が判定される。フラグｆ（ｘ，ｙ）の値が
「１」である場合（図２のＳ１２：ＹＥＳ）、本フローチャートの処理は、処理対象の画
素（ｘ，ｙ）について炎症部の評価値（スコア）を算出するため、図２の処理ステップＳ
１３（炎症部の画素単位でのスコア算出）に進む。フラグｆ（ｘ，ｙ）の値が「０」であ
る場合（図２のＳ１２：ＮＯ）、本フローチャートの処理は、処理対象の画素（ｘ，ｙ）
について炎症部の評価値（スコア）を算出する必要がないため、図２の処理ステップＳ１
３（炎症部の画素単位でのスコア算出）等をスキップして処理ステップＳ１６（全画素終
了判定）に進む。
【００４３】
［図２のＳ１３（炎症部の画素単位でのスコア算出）］
　本処理ステップＳ１３（炎症部の画素単位でのスコア算出）では、処理対象の病変画素
（ｘ，ｙ）について炎症部の評価値（スコア）が算出される。図５に、本処理ステップＳ
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１３（炎症部の画素単位でのスコア算出）のサブルーチンを示す。
【００４４】
（図５のＳ１３ａ）
　本処理ステップＳ１３ａでは、処理対象の病変画素（ｘ，ｙ）について、メモリ２２０
ａから画素値（Ｈ（ｘ，ｙ）、Ｓ（ｘ，ｙ）、Ｉ（ｘ，ｙ））が読み出される。
【００４５】
（図５のＳ１３ｂ）
　被写体を照明する照明光の照度は、撮影画角内において一様ではなく少なからずバラツ
キがある。また、炎症は血管の拡張及び血漿成分の血管外への漏出等を伴い、症状が進行
するほど表面の正常粘膜が脱落するため、血液の色に近付くことが知られている。また、
血液の彩度と輝度とが負の相関を持つことが知られている。本発明者は、これらの事実か
ら、照明光の照度のバラツキにより炎症部の輝度に潜在的な誤差が含まれており、輝度の
誤差が血液と色の近い炎症部の彩度に影響している（すなわち、炎症部の彩度が照明光の
照度のバラツキに起因した誤差を持つ。）との知見を得た。そこで、本処理ステップＳ１
３ｂでは、処理対象の病変画素（ｘ，ｙ）の彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）が輝度値Ｉ（ｘ，ｙ）に
基づいて補正される。具体的には、本処理ステップＳ１３ｂでは、処理対象の病変画素（
ｘ，ｙ）の輝度値Ｉ（ｘ，ｙ）、彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）を夫々、INT、SATと定義し、基準値
として規定される血液サンプルデータの輝度値、彩度値を夫々、REFER_INT、REFER_SATと
定義し、該血液サンプルデータの輝度値と彩度値との相関係数に対応する角度をθと定義
し、補正後の画素（ｘ，ｙ）の輝度値、彩度値を夫々、INT_correction、SAT_correction
と定義した場合に、次式（３）により、彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）が補正される。なお、血液サ
ンプルの彩度と輝度の相関係数を求めたところ、－０．８６（θ＝１４９．３２）である
ことが認められた。
【００４６】
式（３）

【００４７】
　このように、彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）を輝度値Ｉ（ｘ，ｙ）を用いて補正することにより、
照明光の照度のバラツキによる彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）の誤差が補正される。
【００４８】
　図６（ａ）、図６（ｂ）の各図は、複数の症例より採取した血液サンプルデータの分布
図である。図６（ａ）、図６（ｂ）の各図中、縦軸は彩度値Ｓを示し、横軸は輝度値Ｉを
示す。図６（ａ）は、式（３）によって彩度値Ｓが補正される前の分布図を示し、図６（
ｂ）は、式（３）によって彩度値Ｓが補正された後の分布図を示す。図６（ａ）に示され
るように、血液サンプルデータは、血液サンプルデータ間で彩度値Ｓにバラツキがある。
これを式（３）にて変換することにより、図６（ｂ）に示されるように、血液サンプルデ
ータ間での彩度値Ｓのバラツキが軽減される。すなわち、血液サンプルデータは、輝度値
Ｉに拘わらず彩度値Ｓがほぼ一定となる。
【００４９】
　図７（ａ）、図７（ｂ）の各図は、内視鏡画像内の領域Ｒ１～Ｒ３の画素データ及び血
液サンプルデータＳの分布図である。なお、図７（ａ）には、内視鏡画像と領域Ｒ１～Ｒ

３との対応関係を視覚的に示すため、内視鏡画像も示されている。領域Ｒ１及びＲ２は、
病変画素群によりなる病変領域であり、領域Ｒ３は、正常組織を写す画素群よりなる正常
領域である。図７（ａ）、図７（ｂ）の各図中、縦軸は色相値Ｈ（ｘ，ｙ）を示し、横軸
は彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）を示す。図７（ａ）は、式（３）によって彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）が補
正される前の分布図を示しており、血液サンプルデータ間で彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）にバラツ
キがあることが判る。図７（ｂ）は、式（３）によって彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）が補正された
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後の分布図を示しており、血液サンプルデータ間での彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）のバラツキが軽
減されていることが判る。
【００５０】
　上述したように、炎症は、症状が進行するほど表面の正常粘膜が脱落するため、鮮やか
な赤（彩度の高い赤）となって血液の色に近付き、症状が軽いほど表面の正常粘膜が厚い
ため、くすんだ赤（彩度の低い赤）となる。そのため、炎症部は重症なほど血液との色の
相関が高い。図７の例では、病変領域Ｒ１の方が病変領域Ｒ２よりも症状が重い。彩度値
Ｓ（ｘ，ｙ）の補正前は、図７（ａ）に示されるように、照度ムラに起因する彩度値Ｓ（
ｘ，ｙ）のバラツキにより病変領域Ｒ１と病変領域Ｒ２との彩度の差が小さくなっている
ものの、病変領域Ｒ１の彩度の方が血液の彩度に近いことが判る。一方、彩度値Ｓ（ｘ，
ｙ）の補正後は、図７（ｂ）に示されるように、照度ムラに起因する彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）
のバラツキを軽減することにより病変領域Ｒ１と病変領域Ｒ２との彩度の差が大きくなっ
ており、病変領域Ｒ１の彩度の方が血液の彩度に近いことが一層明瞭となっている。この
ように、補正後の彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）は炎症部の症状を一層精確に反映したものとなる。
そのため、彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）の補正を行うことにより、炎症部の重症度の評価精度が向
上する。
【００５１】
（図５のＳ１３ｃ）
　図２の処理ステップＳ１３（炎症部の画素単位でのスコア算出）では、原則、図７のグ
ラフ（色相値Ｈ（ｘ，ｙ）－彩度値Ｓ（ｘ，ｙ））上で距離が近い点同士ほど相関が高い
という考えに基づいて相関値（スコア）を算出する。ここで、図８（ａ）に、相関値の算
出処理の説明を補助する図を示す。図８（ａ）中、補正後の病変画素の色相値Ｈ（ｘ，ｙ
）と血液重心Ｃの色相値Ｈ（ｘＣ，ｙＣ）との距離を色相距離Ｄ_HUEと定義し、補正後の
病変画素の彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）と血液重心Ｃの彩度値Ｓ（ｘＣ，ｙＣ）との距離を彩度距
離Ｄ_SATと定義する。血液重心Ｃは、血液サンプルデータ群の重心である。
【００５２】
　また、図８（ｂ）に、色相距離Ｄ_HUEと相関値（以下、「色相相関値ＨＣＶ」と記す。
）との関係を規定する色相相関テーブルを示す。色相相関値ＨＣＶは、例えば正規化され
た値（＝０．０～１．０）である。色相相関テーブルは、メモリ２２０ａに格納されてい
る。図８（ｂ）において、色相距離Ｄ_HUEが０のとき、病変画素の色相値Ｈ（ｘ，ｙ）と
血液重心Ｃの色相値Ｈ（ｘＣ，ｙＣ）とが一致し、色相距離Ｄ_HUEが０より小さいとき（
マイナスの値のとき）、病変画素の色相値Ｈ（ｘ，ｙ）の方が血液重心Ｃの色相値Ｈ（ｘ

Ｃ，ｙＣ）よりも低く、色相距離Ｄ_HUEが０より大きいとき（プラスの値のとき）、病変
画素の色相値Ｈ（ｘ，ｙ）の方が血液重心Ｃの色相値Ｈ（ｘＣ，ｙＣ）よりも高い。±３
０°以内の色相距離Ｄ_HUEの範囲（以下、「色相近似範囲Ｒ１１」と記す。）は、血管の
赤又は血管の赤に近い色である。そのため、図８（ｂ）に示されるように、色相近似範囲
Ｒ１１では色相距離Ｄ_HUEが短いほど血管の赤に近いため、色相相関値ＨＣＶが高い（１
に近い）。一方、色相近似範囲Ｒ１１以外の範囲（以下、「色相近似外範囲Ｒ１２」と記
す。）は血管の赤に近い色ですらない。そのため、図８（ｂ）に示されるように、色相近
似外範囲Ｒ１２では色相相関値ＨＣＶが一律に０である。
【００５３】
　本処理ステップＳ１３ｃでは、処理対象の病変画素（ｘ，ｙ）について色相距離Ｄ_HUE

が色相近似範囲Ｒ１１に収まるか否かが判定される。
【００５４】
（図５のＳ１３ｄ）
　色相距離Ｄ_HUEが色相近似範囲Ｒ１１に収まる場合（図５のＳ１３ｃ：ＹＥＳ）、色相
相関テーブルに従い、色相距離Ｄ_HUEに応じた色相相関値ＨＣＶが処理対象の病変画素（
ｘ，ｙ）に対して与えられる。
【００５５】
（図５のＳ１３ｅ）
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　色相距離Ｄ_HUEが色相近似外範囲Ｒ１２に収まる場合（図５のＳ１３ｃ：ＮＯ）、色相
相関テーブルに従い、色相相関値ＨＣＶ＝０が処理対象の病変画素（ｘ，ｙ）に対して与
えられる。
【００５６】
（図５のＳ１３ｆ）
　また、図８（ｃ）に、彩度距離Ｄ_SATと相関値（以下、「彩度相関値ＳＣＶ」と記す。
）との関係を規定する彩度相関テーブルを示す。彩度相関値ＳＣＶは、例えば正規化され
た値（＝０．０～１．０）である。彩度相関テーブルは、メモリ２２０ａに格納されてい
る。図８（ｃ）において、彩度距離Ｄ_SATが０のとき、病変画素の彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）と
血液重心Ｃの彩度値Ｓ（ｘＣ，ｙＣ）とが一致し、彩度距離Ｄ_SATが０より小さいとき（
マイナスの値のとき）、病変画素の彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）の方が血液重心Ｃの彩度値Ｓ（ｘ

Ｃ，ｙＣ）よりも低く、彩度距離Ｄ_SATが０より大きいとき（プラスの値のとき）、病変
画素の彩度値Ｓ（ｘ，ｙ）の方が血液重心Ｃの彩度値Ｓ（ｘＣ，ｙＣ）よりも高い。彩度
距離Ｄ_SATが０以上の範囲（以下、「彩度一致範囲Ｒ２１」と記す。）は、炎症部が重症
化して正常粘膜が脱落することにより、血液に極めて近い鮮やかさを持った状態にある。
そのため、図８（ｃ）に示されるように、彩度一致範囲Ｒ２１では彩度相関値ＳＣＶが一
律に１である。また、彩度距離Ｄ_SATが０より小さくかつ所定値ＰＶ以上の範囲（以下、
「彩度近似範囲Ｒ２２」と記す。）は、彩度一致範囲Ｒ２１ほどでないにしろ、炎症部が
重症化して正常粘膜が脱落することにより、血液に近い鮮やかさを持った状態にある。そ
のため、図８（ｃ）に示されるように、彩度近似範囲Ｒ２２では彩度距離Ｄ_SATが短いほ
ど血管の鮮やかさに近いため、彩度相関値ＳＣＶが高い（１に近い）。また、彩度距離Ｄ

_SATが所定値ＰＶよりも小さい（マイナス側の）値の範囲（以下、「彩度近似外範囲Ｒ２

３」と記す。）は、正常粘膜が厚いため、くすんだ色となる。そのため、図８（ｃ）に示
されるように、彩度近似外範囲Ｒ２３では彩度相関値ＳＣＶが一律に０である。
【００５７】
　本処理ステップＳ１３ｆでは、処理対象の病変画素（ｘ，ｙ）について彩度距離Ｄ_SAT

が彩度一致範囲Ｒ２１、彩度近似範囲Ｒ２２、彩度近似外範囲Ｒ２３の何れに収まるかが
判定される。
【００５８】
（図５のＳ１３ｇ）
　彩度距離Ｄ_SATが彩度一致範囲Ｒ２１に収まる場合（図５のＳ１３ｆ：Ｒ２１）、彩度
相関テーブルに従い、彩度相関値ＳＣＶ＝１が処理対象の病変画素（ｘ，ｙ）に対して与
えられる。
【００５９】
（図５のＳ１３ｈ）
　彩度距離Ｄ_SATが彩度近似範囲Ｒ２２に収まる場合（図５のＳ１３ｆ：Ｒ２２）、彩度
相関テーブルに従い、彩度距離Ｄ_SATに応じた彩度相関値ＳＣＶが処理対象の病変画素（
ｘ，ｙ）に対して与えられる。
【００６０】
（図５のＳ１３ｉ）
　彩度距離Ｄ_SATが彩度近似外範囲Ｒ２３に収まる場合（図５のＳ１３ｆ：Ｒ２３）、彩
度相関テーブルに従い、彩度相関値ＳＣＶ＝０が処理対象の病変画素（ｘ，ｙ）に対して
与えられる。
【００６１】
（図５のＳ１３ｊ）
　本処理ステップＳ１３ｊでは、処理対象の病変画素（ｘ，ｙ）に対して与えられた色相
相関値ＨＣＶと彩度相関値ＳＣＶとを乗算することにより、処理対象の病変画素（ｘ，ｙ
）と血液との相関値ＣＶ（＝０．０～１．０）を得る。色相値と彩度値の２次元情報によ
って病変画素と血液との相関値を算出することにより、処理対象の病変画素（ｘ，ｙ）に
ついて、炎症部の重症度を反映した精度の高い評価情報が得られる。
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【００６２】
［図２のＳ１４（相関値ＣＶの積算）］
　本処理ステップＳ１４（相関値ＣＶの積算）では、図２の処理ステップＳ１３（炎症部
の画素単位でのスコア算出）にて求められた処理対象の病変画素（ｘ，ｙ）の相関値ＣＶ
を、これまで求めた各病変画素の相関値ＣＶの総和に積算する。各病変画素の相関値ＣＶ
を積算することにより、内視鏡画像内に写る病変部の重症度を数値化した客観的かつ再現
性のある（術者のスキルに依存しない）評価値が得られる。
【００６３】
［図２のＳ１５（色置換処理）］
　メモリ２２０ａには、相関値ＣＶと所定の表示色とを関連付けた表示色テーブルが格納
されている。図９に、表示色テーブルの概念図を示す。図９に示されるように、表示色テ
ーブルは、相関値ＣＶ（＝０．０～１．０）を１１段階に分けており、各段階に対して所
定の表示色を関連付けている。本処理ステップＳ１５（色置換処理）では、表示色テーブ
ルに従い、処理対象の画素（ｘ，ｙ）の色情報が相関値ＣＶと関連付けられた表示色の色
情報に置換される。処理対象の画素（ｘ，ｙ）は、例えば、相関値ＣＶが０に近いほど寒
色系の色に置換され、相関値ＣＶが１に近いほど暖色系の色に置換される。
【００６４】
［図２のＳ１６（全画素終了判定）］
　本処理ステップＳ１６（全画素終了判定）では、全ての画素について図２の処理ステッ
プＳ１１（病変画素の判定）が実行されたか否かが判定される。処理ステップＳ１１（病
変画素の判定）が実行されていない画素が残っている場合（図２のＳ１６：ＮＯ）、本フ
ローチャートの処理が処理ステップＳ１１（病変画素の判定）に戻る。
【００６５】
［図２のＳ１７（評価画像の表示）］
　全ての画素について図２の処理ステップＳ１１（病変画素の判定）が実行された場合（
図２のＳ１６：ＹＥＳ）、所定の評価画像がモニタ３００の表示画面に表示される。図１
０に、評価画像を例示する。図１０に例示されるように、評価画像には、図２の処理ステ
ップＳ１５（色置換処理）にて各画素の色情報が置換された内視鏡画像が含まれる。図１
０に示されるように、内視鏡画像は、各画素が炎症の重症度に応じた１１の段階の色で区
分された階調画像となっている。そのため、術者は、撮影画角内のどの位置にどの程度の
症状の炎症が発生しているかを容易に視認することができる。
【００６６】
　また、評価画像には、全ての病変画素の相関値ＣＶを積算することによって得た総和が
炎症部の評価値（＝０～画素数と同一の値）として表示される。図１０の例では、「スコ
ア：１９１７」が表示される。このように、本実施形態では、炎症部の症状（炎症部の評
価）が客観性かつ再現性が担保された数値として表示される。そのため、術者は、炎症部
の重症度を客観的に把握することができる。
【００６７】
　従来、炎症性腸疾患の炎症の症状は、ＭＡＹＯスコア等の所見評価により４段階に区分
されていた。一方、近年、粘膜治癒の達成と寛解維持期間との間に相関が見られることが
判ってきた。そのため、ＭＡＹＯ０相当やＭＡＹＯ１相当の軽症例に対して症状を細かく
評価することが炎症性腸疾患の治療に有効であると考えられる。本実施形態では、炎症部
の症状が細かい数値として表示されるため、術者は、炎症部の症状を細かく評価すること
ができる。すなわち、本実施形態では、ＭＡＹＯ０相当やＭＡＹＯ１相当の軽症例に対し
て症状を細かく評価することができるため、炎症性腸疾患の治療に有益である。
【００６８】
　以上が本発明の例示的な実施形態の説明である。本発明の実施形態は、上記に説明した
ものに限定されず、本発明の技術的思想の範囲において様々な変形が可能である。例えば
明細書中に例示的に明示される実施形態等又は自明な実施形態等を適宜組み合わせた内容
も本願の実施形態に含まれる。例えば、相関値ＣＶは病変画素だけでなく、全ての画素に
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【００６９】
　また、本実施形態では、固体撮像素子１０８としてＣＣＤイメージセンサが用いられて
いるが、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサ等の別
の構成の固体撮像素子が用いられてもよい。
【００７０】
　また、本実施形態では、Ｒ、Ｇ、Ｂのベイヤ配列カラーフィルタ１０８ｂを有する固体
撮像素子１０８が用いられているが、補色系のＣｙ（シアン）、Ｍｇ（マゼンタ）、Ｙｅ
（イエロー）、Ｇ（グリーン）のフィルタを有する固体撮像素子が用いられてもよい。
【００７１】
　また、本実施形態は炎症性腸疾患の内視鏡検査に本発明を適用した例であるが、当然な
がら他の疾患の内視鏡検査にも本発明を適用することができる。
【符号の説明】
【００７２】
１　電子内視鏡装置
１００　電子スコープ
２００　電子内視鏡用プロセッサ
２２０　画像処理ユニット
３００　モニタ
４００　プリンタ
６００　サーバ

【図１】 【図２】
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